


札幌圏都市計画地区計画の変更（北広島市決定） 

 

都市計画大曲通地区地区計画を次のように変更する。 

名     称 大曲通地区地区計画 

位     置 
北広島市大曲光、大曲末広４丁目及び大曲緑ヶ丘３・５・７丁
目の各一部 

区     域 計画図表示のとおり 

面     積 約 ４３．３ ha 

地区計画の目標 当地区は、北広島市の西方にあたる大曲地区に位置し、道央

自動車道、国道３６号、道道が近くを通り、都市計画道路「大

曲通」に接した地区であり、札幌市の都心部へも約１７㎞の距

離にあるなど利便性の高い位置にある。このため周辺地区にお

いて民間等による宅地開発が進められ、当地区においても民間

による宅地開発が行われ、現在まで良好な居住環境を形成して

いる。 

そこで、本計画では、当該宅地開発事業の事業効果の維持、

増進を図り、建築物の用途の混在や敷地の細分化などによる居

住環境の悪化を未然に防止し、緑豊かでうるおいのある良好な

市街地の形成を図ることを目標とする。 

区 域 の

整備、開

発 及 び

保 全 に

関 す る

方針 

土地利用の方針 当該宅地開発事業の土地利用計画を基本としつつ、当地区を

４つの地区に細区分し、それぞれの地区にふさわしい土地利用

を図る。 

１ 低層専用住宅地区 

閑静で落ち着きのある住宅地が形成されるよう、戸建の専

用住宅を主体とした地区とする。 

２ 低層一般住宅地区 

専用住宅の他に小規模な店舗、事務所を兼ねる住宅などが

立地でき、かつ、隣接する地区と調和のとれた居住環境の形

成が図られる地区とする。 

３ 沿道地区 

沿道業務地として、幹線道路の沿道にふさわしい土地利用

を図るため、沿道業務施設の立地を誘導し、適正なオープン

スペースの確保された街区の形成を図る。 

４ 文教施設地区 

学校及びこれに附属する建築物を立地する地区とする。 

地区施設の整備の方針 地区内の区画道路については、当該宅地開発事業により整備
されているので、これら地区施設の機能の維持、保全を図る。 

建築物等の整備の方針 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関

する制限を次のとおり定める。 

１ 住宅市街地としての環境保全と沿道業務地としての機能の

増進が図られるよう、それぞれの地区の土地利用にふさわし

い「建築物の用途の制限」を行う。 

２ 低層専用住宅地区、低層一般住宅地区及び沿道地区にあっ

ては、良好な住環境等の形成に必要な敷地を確保するため、

「建築物の敷地面積の最低限度」を定める。 

３ 低層専用住宅地区、低層一般住宅地区及び沿道地区にあっ

ては、うるおいとゆとりのあるまちなみを形成し、買物等の

駐車スペースを確保するため、「建築物の壁面の位置の制限」

を行う。 



４ 低層専用住宅地区及び低層一般住宅地区にあっては、閑静

な戸建住宅地にふさわしい景観の形成が図られるよう、「建築

物等の形態又は意匠の制限」を行う。 

５ 低層専用住宅地区及び低層一般住宅地区にあっては、道路

に面する宅地の緑化推進の効果を高め、景観上うるおいのあ

るまちなみを形成するため、「かき又はさくの構造の制限」を

行う。 

その他当該地区の整備、開発
及び保全に関する方針 

良好な住環境を形成するため、宅地の地盤面は、周囲の生活
環境を損なわない高さとする。 
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地区の

区分 

地区の名称 低層専用住宅地区 低層一般住宅地区 沿道地区 文教施設地区 

地区の面積 約２６．０ha 約３．１ha 約３．８ha 約３．４ha 

建築物等の用途の制限 次の各号に掲げる建築物及
びこれに附属する建築物以外
の建築物は、建築してはなら
ない。（第 1号から第 6号まで
の２以上に該当するものを含
む。） 
(1) 専用住宅（法別表第 2(い)
項第 1 号に掲げる「住宅」
をいう。ただし、3 戸以上
の長屋を除く。） 

(2) 兼用住宅（令第 130 条の 3
に規定する「住宅」をいう。
ただし、3戸以上の長屋を除
く。）のうち、次のア又はイ
に掲げる用途を兼ねるもの 

ア 学習塾、華道教室、囲碁教
室その他これらに類するも
の 

イ 出力の合計が 0.75kw 以下
の原動機を使用する美術品
又は工芸品を製作するため
のアトリエ又は工房 

(3) 前 2 号からなる 2 戸の長
屋 

(4) 共同住宅（3 戸以上のも
のを除く。） 

(5) 幼稚園、保育所又は集会
所（これらに管理用住宅を
併設するものを含む。） 

(6) 巡査派出所、公衆電話所

法別表第 2(い)項各号に掲

げる建築物以外の建築物は、

建築してはならない。 

次の各号に掲げる建築物
は、建築してはならない。 
(1) 1 戸建専用住宅（法別表
第 2(い)項第 1 号に掲げる
「住宅」のうち 1 戸建のも
のをいう。） 

(2) ホテル又は旅館 
(3) マージャン屋、ぱちんこ
屋、勝馬投票券発売所、場
外車券売場その他これらに
類するもの 

(4) カラオケボックスその他
これに類するもの 

(5) ナイトクラブその他これ
に類するもの 

(6) 風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律
第 2 条第 1 項第 5 号に掲げ
る建築物 

 
 

次の各号に掲げる建築物及
びこれに附属する建築物以外
の建築物は、建築してはなら
ない。 
(1) 専用住宅（法別表第 2(い)
項第 1 号に掲げる「住宅」
をいう。ただし、3 戸以上
の長屋を除く。） 

(2) 学校、図書館、集会所、
プールその他これらに類す
るもの 
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その他これらに類する令第
130 条の 4 に規定する公益
上必要な建築物 

建築物の敷地面積の最低限

度 

２００㎡ ２００㎡ ３００㎡  

壁面の位置の制限 都市計画道路「大曲通」の道

路境界線（隅切部分を除く。）か

ら建築物の外壁又はこれに代

わる柱（以下「外壁等」とい

う。）の面までの距離の最低限

度は、20ｍ（ただし、都市計

画道路「大曲中央通」と対面し

ている街区にあっては、7ｍ）、

その他の道路境界線（隅切部分

を除く。）から建築物の外壁等の

面までの距離の最低限度は、1.5

ｍ、隣地境界線から建築物の外

壁等の面までの距離の最低限度

は、１ｍとする。 

ただし、当該限度に満たな

い距離にある建築物又は建築

物の部分が次の一に該当する

場合は、この限りではない。 

(1)車庫、物置その他これらに

類する用途に供し、軒の高

さが2.3ｍ以下で、かつ、床

面積の合計が5㎡以内であ

るもの 

(2)外壁等の中心線の長さの

合計が3ｍ以下であるもの 

道路境界線（隅切部分を除

く。）から建築物の外壁又はこ

れに代わる柱（以下「外壁等」

という。）の面までの距離の最

低限度は、1.5ｍ、隣地境界線

から建築物の外壁等の面までの

距離の最低限度は、１ｍとす

る。 

ただし、当該限度に満たな

い距離にある建築物又は建築

物の部分が次の一に該当する

場合は、この限りではない。 

(1)車庫、物置その他これらに

類する用途に供し、軒の高

さが2.3ｍ以下で、かつ、床

面積の合計が5㎡以内であ

るもの 

(2)外壁等の中心線の長さの

合計が3ｍ以下であるもの 

都市計画道路「大曲通」及び

「大曲中央通」の道路境界線（隅

切部分を除く。) から建築物の

外壁又はこれに代わる柱（以

下「外壁等」という。）の面ま

での距離の最低限度は、３ｍ

とする。 

ただし、当該限度に満たな

い距離にある建築物又は建築

物の部分が次の一に該当する

場合は、道路境界線から外壁等

の面までの距離の最低限度は、

１ｍとする。 

(1)車庫、物置その他これらに

類する用途に供し、軒の高

さが2.3ｍ以下であるもの 

(2)外壁等の中心線の長さの

合計が4ｍ以下であるもの 

 

建築物等の形態又は意匠の

制限 

 

自己の用に供する広告物
（北海道屋外広告物条例第 6
条第 1 項第 3 号に掲げるもの
をいう。）のうち、次のいずれ

自己の用に供する広告物
（北海道屋外広告物条例第 6
条第 1 項第 3 号に掲げるもの
をいう。）のうち、次のいずれ
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かに該当するものは、建築物
に表示し、又は築造設置して
はならない。 
(1) 独立して築造設置する広
告塔、広告板類（突出し広
告、三角柱広告、立看板な
どを含む。）で次のアからエ
までのいずれかに該当する
もの 

ア 高さ（脚長を含む。）が 3
ｍを超えるもの 

イ １辺（脚長を除く。）の長
さが 1.2ｍを超えるもの 

ウ 表示面積（表示面が２以上
のときはその合計）が１㎡
を超えるもの 

エ 刺激的な色彩又は装飾を
用いることなどにより、美
観風致を損なうもの 

(2) 建築物に表示する広告看
板類で、前号イからエまで
のいずれかに該当するもの 

かに該当するものは、建築物
に表示し、又は築造設置して
はならない。 
(1) 独立して築造設置する広
告塔、広告板類（突出し広
告、三角柱広告、立看板な
どを含む。）で次のアからエ
までのいずれかに該当する
もの 

ア 高さ（脚長を含む。）が 3
ｍを超えるもの 

イ １辺（脚長を除く。）の長
さが 1.2ｍを超えるもの 

ウ 表示面積（表示面が２以上
のときはその合計）が１㎡
を超えるもの 

エ 刺激的な色彩又は装飾を
用いることなどにより、美
観風致を損なうもの 

(2) 建築物に表示する広告看
板類で、前号イからエまで
のいずれかに該当するもの 

垣又はさくの構造の制限 へいの高さは、1.5ｍ以下と
する。ただし、生け垣はこの
限りでは無い。 

へいの高さは、1.5ｍ以下と
する。ただし、生け垣はこの
限りでは無い。 

  

備 考 用語の定義及び面積等の算定方法については、特別に定めるものを除き、建築基準法及び同法施行令の例による。 

理由 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、建築基準法及び同法施行令の改正に伴い、所要の規定整理を行うため、地区計画を変更するものである。 
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地 区 整 備 計 画 

低 層 専 用 住 宅 地 区 

低 層 一 般 住 宅 地 区 

沿 道 地 区 

文 教 施 設 地 区 



約 11,854 平成11年5月7日 北海道告示第 792 号

市街化区域 約 1,726 平成22年4月6日 北海道告示第 302 号

市街化調整区域 約 10,128 平成22年4月6日 北海道告示第 302 号

約 323 50 40 10 平成27年12月18日 北広島市告示第 276 号

約 217 60 40 10 　　〃 　　　　　　〃

約 144 60 40 10 　　〃 　　　　　　〃

約 30 80 50 10 　　〃 　　　　　　〃

約 6.8 80 50 10 　　〃 　　　　　　〃

第１種中高層住居専用地域 約 200 200 60 　　〃 　　　　　　〃

第２種中高層住居専用地域 約 78 200 60 　　〃 　　　　　　〃

第１種住居地域 約 47 200 60 　　〃 　　　　　　〃

第２種住居地域 約 7.0 200 60 　　〃 　　　　　　〃

準住居地域 約 9.1 200 60 　　〃 　　　　　　〃

約 100 200 80 　　〃 　　　　　　〃

約 4.0 300 80 　　〃 　　　　　　〃

商業地域 約 32 400 80 　　〃 　　　　　　〃

準工業地域 約 161 200 60 　　〃 　　　　　　〃

工業地域 約 153 200 60 　　〃 　　　　　　〃

工業専用地域 約 214 200 60 　　〃 　　　　　　〃

高度地区 約 721 平成27年12月18日 北広島市告示第 278 号

準防火地域 約 136 平成19年2月20日 北広島市告示第 34 号

昭和40年9月1日 建設省告示第 2519 号 （一次） 約7,345ha

昭和48年6月12日 建設省告示第 1331 号 （二次） 約2,790ha

特別緑地保全地区 約 183 平成17年10月7日 北海道告示第 749 号 南の里・島松の一部

対図番号

① 希望ヶ丘地区 平成25年3月29日 北広島市告示第 48 号

② 元町地区 平成8年3月29日 広島町告示第 44 号

③ 広島地区 平成8年3月29日 広島町告示第 43 号

④ 北広島駅東地区 平成8年3月29日 広島町告示第 45 号

⑤ 大曲東地区 平成8年3月29日 広島町告示第 46 号

⑥ 大曲通地区 平成8年3月29日 広島町告示第 47 号

⑦ 柏葉台団地南第１地区 平成27年12月18日 北広島市告示第 279 号

⑧ 柏葉台団地南第２地区 　　〃 北広島市告示第 280 号

⑨ 大曲のぞみ野地区 　　〃 北広島市告示第 281 号

⑩ 北広島団地白樺地区 平成8年3月29日 広島町告示第 51 号

⑪ 虹ヶ丘地区 平成27年12月18日 北広島市告示第 282 号

⑫ 東部中学校地区 平成8年3月29日 広島町告示第 52 号

⑬ 大曲柏葉地区 平成11年5月7日 北広島市告示第 53 号

⑭ 希望ヶ丘第２地区 平成27年12月18日 北広島市告示第 283 号 、

⑮ 中の沢地区 平成17年12月1日 北広島市告示第 189 号

⑯ 西の里地区 平成18年3月31日 北広島市告示第 57 号

⑰ 北広島団地松葉町地区 平成18年9月29日 北広島市告示第 165 号

⑱ 平成19年2月20日 北広島市告示第 35 号

⑲ 平成27年12月18日 北広島市告示第 284 号

面積(ha) 施行者

新住宅市街地開発事業 441 北海道 昭和48年7月6日 2136 号

土地区画整理事業 28.1 組合 昭和46年7月9日 2035 号

〃 25.5 〃

〃 51 広島町 昭和58年3月28日 522 号

〃 7.8 組合

〃 40.7 〃 昭和61年4月21日 606 号

〃 18.7 〃

〃 25.9 〃 昭和62年3月30日 445 号

〃 13.6 広島町 昭和63年12月15日 159 号

〃 5.6 組合

〃 37.4 〃 平成8年12月3日 1837 号

〃 4.6 〃

〃 8.5 〃

〃 38.6 〃 平成17年3月29日 北広島市告示第 44 号

区分 規模 番号

1 1 3 2 23.9

2 3 3 36 25

3 3 4 38 20

4 3 2 201 32

5 3 3 202 25

6 3 3 203 25

7 3 3 204 25

8 3 3 205 25

9 3 3 206 25

10 3 4 207 21

11 3 4 208 18

12 3 4 209 18

13 3 4 210 18

14 3 4 211 16

15 3 5 212 14

16 3 5 213 12

17 3 5 214 12

18 3 4 216 20

19 3 2 217 33

20 3 4 218 18

21 3 4 219 18 NO. 種　別 番　号 公園緑地名 面積(ha) NO. 種　別 番　号 公園緑地名 面積(ha) NO. 種　別 番　号 公園緑地名 面積(ha) 種類 名称

22 3 4 220 20 1 街区公園 2・3・1201 稲穂公園 1.17 21 街区公園 2・2・1221 柏葉公園 0.58 41 近隣公園 3・3・351 南公園 3.60 排水区域面積 1,726 ha

23 3 4 221 18 2 街区公園 2・2・1202 めぐみ公園 0.25 22 街区公園 2・2・1222 のぞみの公園 0.53 42 近隣公園 3・3・352 北広公園 2.70 北広島下水処理センター面積 6.8 ha

24 3 4 222 18 3 街区公園 2・2・1203 にこにこ公園 0.11 23 街区公園 2・2・1223 すずむし公園 0.15 43 近隣公園 3・4・353 竹葉公園 4.20 共栄都市下水路 排水区域面積 64 ha 昭和54年6月30日 広島町告示第 39 号

25 3 4 223 18 4 街区公園 2・2・1204 みどり公園 0.14 24 街区公園 2・2・1224 とんぼ公園 0.23 44 近隣公園 3・3・354 広島公園 1.90 北広島市ごみ処理場 施設面積 1.9 ha 平成8年9月1日 北広島市告示第 118 号

26 3 4 224 18 5 街区公園 2・2・1205 南ヶ丘公園 0.20 25 街区公園 2・2・1225 ほたる公園 0.10 45 近隣公園 3・3・355 かぜの子公園 1.40 バイオマス利活用施設 施設面積 6.8 ha 平成27年3月1日 北広島市告示第 28 号

27 3 4 225 18 6 街区公園 2・2・1206 わかくさ公園 0.58 26 街区公園 2・2・1226 みつばち公園 0.15 46 近隣公園 3・3・356 東公園 1.90 河川 輪厚川 区間　広島本通より上流 2,420 ｍ 昭和48年7月6日 北海道告示第 2139 号

28 3 1 226 46 7 街区公園 2・2・1207 つくし公園 0.27 27 街区公園 2・2・1227 さつみ公園 0.20 47 近隣公園 3・3・357 西の里公園 3.10 火葬場 北広島市火葬場 施設面積 0.5 ha 平成8年9月1日 北広島市告示第 120 号

29 3 3 227 25 8 街区公園 2・2・1208 新富公園 0.23 28 街区公園 2・2・1228 きらきら公園 0.15 48 近隣公園 3・3・358 輪厚自然公園 2.10 墓園 北広島霊園 施設面積 33.2 ha 平成8年12月3日 北海道告示第 1837 号

30 3 4 228 21 9 街区公園 2・2・1209 日の出公園 0.22 29 街区公園 2・2・1229 わくわく公園 0.15 49 近隣公園 3・3・359 大曲公園 2.50

31 8 6 201 8 10 街区公園 2・2・1210 かわぞい公園 0.32 30 街区公園 2・2・1230 くるみ公園 0.31 50 近隣公園 3・3・360 虹ヶ丘公園 2.20

32 8 7 202 6 11 街区公園 2・2・1211 なかよし公園 0.22 31 街区公園 2・2・1231 どんぐり公園 0.10 51 近隣公園 3・3・361 大曲東公園 1.90

33 8 6 203 8 12 街区公園 2・2・1212 めばえ公園 0.12 32 街区公園 2・2・1232 のびのび公園 0.12 52 地区公園 4・4・351 つつじヶ丘公園 4.10

34 8 6 204 8 13 街区公園 2・2・1213 わんぱく公園 0.19 33 街区公園 2・2・1233 ほのぼの公園 0.15 53 総合公園 5・5・251 緑葉公園 47.80

35 8 7 205 6 14 街区公園 2・2・1214 ひばり公園 0.24 34 街区公園 2・2・1234 いきいき公園 0.46 54 運動公園 6・5・251 きたひろしま総合運動公園 36.70

15 街区公園 2・2・1215 ひかり公園 0.17 35 街区公園 2・2・1235 すくすく公園 0.25 55 緑　　地 251 大曲南緑地 0.40

16 街区公園 2・2・1216 わらべ公園 0.10 36 街区公園 2・2・1236 アイリス公園 0.15 56 緑　　地 252 共栄南緑地 0.30

17 街区公園 2・2・1217 そよかぜ公園 0.37 37 街区公園 2・2・1237 クロッカス公園 0.15 57 緑　　地 253 輪厚第１緑地 3.70

18 街区公園 2・2・1218 はるかぜ公園 0.29 38 街区公園 2・2・1238 西の里南さくら園 0.21 58 緑　　地 254 輪厚第２緑地 5.60

19 街区公園 2・2・1219 やまびこ公園 0.26 39 街区公園 2・3・1239 いちい公園 1.10 59 緑　　地 255 輪厚第３緑地 2.90

20 街区公園 2・2・1220 あおぞら公園 0.21 40 街区公園 2・2・1240 さいわい公園 0.15

近隣商業地域

第1種、第2種低層住居専用地域の全域

特別工業地区 約 222 平成27年12月18日 北広島市告示第 277 号
東部地区の準工業地域の一部

大曲の準工業の一部、工業地域の全部

札 幌 圏 都 市 計 画 図 （ 北 広 島 市 ）
用途地域等一覧表

種　　別 面積(ha)
容積率
(%)

建ぺい
率
(%)

建築物の
高さの
限度(m)

計画決定または最終計画変更 備　　考

都市計画区域 北広島市全域

外壁の後退距離1.5m以上

外壁の後退距離1.5m以上

外壁の後退距離1.0m以上

第１種低層住居専用地域

外壁の後退距離1.5m以上

外壁の後退距離1.0m以上
第２種低層住居専用地域

特別業務地区 約 30.8 　　〃 　　　　　　〃
西の里地区の準工業地域
東部地区の準工業地域の一部
輪厚地区の準工業地域

宅地造成工事規制区域 約 10,135

30.3

都市計画地区計画一覧表
名　　　称 面積(約ha）

7.1

43.3

6.1

1.1

3.7

11.8

備　　　考計画決定または最終計画変更

43.3

26.9

1.0

8.5

4.9

3.1

5.9

41.9大曲幸地区

10.1

11.2

11.3

北広島団地青葉町地区 1.8

① 北広島団地 北海道告示第

② 広島町駅前 北海道告示第

市街地開発事業一覧表
種　　別 対図番号 地区名 計画決定または最終計画変更 備　　　考

⑥ 広島東 北海道告示第

⑦ 広島町大正橋

⑧ 広島町西の里 北海道告示第

③ 広島町富ヶ岡

④ 広島中央 北海道告示第

⑤ 広島町稲穂南

⑫ 北広島市南輪厚

⑬ 北広島市大曲柏葉台

⑭ 北広島市大曲幸

⑨ 北広島駅東 広島町告示第

⑩ 北広島市大曲四里塚

⑪ 北広島市虹ヶ丘 北海道告示第

道央自動車道 880

月寒通 5,290

平和通 210

都市計画道路一覧表
No.

名　　　　　称 代表幅
員(m)

延　長

路　線　名 (ｍ)

共栄通 3,020

高台通 260

広島本通 7,180

中央通 2,710

北進通 2,300

広葉通 1,160

駅前通 1,340

稲穂通 1,830

広島公園通 1,030

大曲通 9,370

緑陽通 5,520

大曲中央通 1,640

西の里共栄通 1,720

都市計画公園・緑地一覧表 その他の都市計画施設一覧表西の里白樺通 730

輪厚中の沢通 410

共栄西通 970

コスモス通 1,020

元町通 970

170

西の里中学校通 470

大曲幸通 470

面積または園長 計画決定

大曲工場通 1,260

下水道
北広島市公共下水道

輪厚中央通 2,030
平成27年3月1日 北広島市告示第 27 号

らいらっく通 640

メイプル通 530

あじさい通 240

共栄広島通 1,850

ひまわり通 780

虹ヶ丘中央通 1,420

羊ヶ丘通 5,420

厚別東通 710

広島輪厚通 390
ごみ処理場

本町通

凡  例 

地区計画の区域 

大 曲 通 地 区 

札幌圏都市計画 大曲通地区 地区計画（北広島市） 

総  括  図   縮尺 1/25,000  


